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平成25年第７回太子町議会定例会（第447回町議会）会議録（第３日） 

平成25年12月10日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 議案第51号 平成25年度兵庫県太子町一般会計補正予算（第３号） 

２ 議案第52号 平成25年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

３ 議案第53号 平成25年度兵庫県太子町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

４ 議案第54号 平成25年度兵庫県太子町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

５ 議案第55号 平成25年度兵庫県太子町水道事業会計補正予算（第２号） 

６ 議案第56号 揖龍広域センター等の事務委託の廃止について 

７ 議案第57号 職員の再任用に関する条例の制定について 

８ 議案第58号 太子町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

９ 議案第59号 太子町特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

10 議案第60号 太子町教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

11 議案第61号 長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

12 議案第62号 太子町犯罪被害者等支援条例の一部を改正する条例の制定について 

13 議案第63号 太子町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

14 議案第64号 太子町下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

15 議案第65号 太子町合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

16 議案第66号 太子町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 
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15 議案第65号 太子町合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

16 議案第66号 太子町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 
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        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前９時59分） 

○議長（橋本恭子） 皆さんおはようござい

ます。 

 平成25年第７回太子町議会定例会におそろ

いで御出席いただきまして、ありがとうござ

います。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成25年第

７回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配りましたと

おりです。 

 中島議員より発言の申し出がありますの

で、発言を許可します。 

○中島貞次議員 貴重な時間を大変申しわけ

ありません。 

 本会議２日目の一般質問の中で、動物愛護

に関する質問の中で両生類という発言があり

ます、１カ所だけ。それは爬虫類の間違いな

ので、御訂正をよろしくお願いいたします。 

 以上、申しわけありませんでした。 

○議長（橋本恭子） これから日程に入りま

す。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第５１号 平成２５年度 

       兵庫県太子町一般会計補正予 

       算（第３号） 

○議長（橋本恭子） 日程第１、議案第51号

平成25年度兵庫県太子町一般会計補正予算

（第３号）を議題とします。 

 本案については、12月５日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 
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 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 皆さん、おはようございま

す。 

 全体的にいろいろとありますが、質問して

まいります。 

 まず、14ページの歳入のところの被災市町

村派遣地元負担金追加10万円ということにな

っておりますが、派遣の職員の方の手当とい

うことで載っておりますが、これの現在の仕

事内容云々、どういうふうに推移しておられ

るのかどうかの現状の報告あわせてお願いを

いたします。 

 それと、歳出の16ページのところの需用費

100万円、光熱水費追加のところですが、再

度内容の説明をお願いします。 

 それと、新庁舎建設費のところの財源更

正、これについてもこれはどういうことなの

かということもわかれば、説明をお願いいた

します。 

 それと、18ページの扶助費のところの計画

相談支援費追加、これについても再度の詳細

説明の内容をお願いいたします。 

 それと、20ページの扶助費、母子家庭等医

療扶助費追加の230万円程度のところで、今

後の母子家庭の扶助費、件数含めて予想され

ることわかれば、あわせて説明をお願いいた

します。 

 それと同じく、一番下の扶助費の未熟児養

育医療扶助費追加のところについても、同じ

説明をお願いいたします。 

 それと、22ページの大型機械導入事業補助

金、これも阿曽の営農のトラクターを３分の

１ずつの負担というところで説明ございまし

たが、今後の農業の発展のあり方の中で、営

農組合立ち上げに対してのそういった動きっ

ていうのが各自治会等であるのかどうかわか

れば、あわせてお願いいたします。 

 それと、22ページのところの賃金、臨時作

業員賃金追加、代替雇用の話もございました

が、再度内容の説明もお願いいたします。 

 その下の工事請負費の黒岡神社下出線交差

点のところの工事についても、どういった状

況の中で入札等と工事内容わかれば、あわせ

て再度説明をお願いいたします。 

 それと、24ページの負担金・補助及び交付

金のところの兵庫県衛星通信ネットワーク、

これについても20年がたって更新というよう

な話も少しございましたが、どんなところを

更新していこうとされているのか。負担率に

ついても説明が少しあったかと思いますが、

再度詳細説明をお願いいたします。 

 それと下のところ、賃金のところのスクー

ルカウンセラー賃金追加100万円程度につい

ても、何か相談事が増えたということの話の

中で交通事故のそういった相談もあるような

こともお話ございましたが、どういった相談

が増えてきているのかということもあわせて

お願いいたします。 

 それと、その下の小中学校対外文化・運動

競技等大会選手派遣補助金の100万円、これ

も全国大会等々の出場が増えていくという中

で、どんなところまでこの補助金の対象にな

っていくのかということを、あわせて説明を

お願いいたします。 

 それと、26ページの職員手当等追加のとこ

ろ、下のところの社会教育費のところの10万

円、それとその下の10万7,000円の内容説明

をお願いいたします。 

 とりあえずその程度ですが、この間も私一

般質問した中で、総務部長がどういうふうに

お考えになったのかわかりませんが答弁中に

反対方向見て答弁されてたということもござ

いました。本日もそういった総務部長も答弁

する箇所がありましたら、また同じような方

向向いてもろても結構なんで、御説明をお願

いしたいと思います。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 私のほうからは

14ページ総務費雑入、被災市町村派遣地元負

担金の追加でございますが、これは今現在１

名の職員を宮城県山元町へ派遣いたしており

ます。その職員の時間外勤務手当分でござい

ます。それを山元町が負担するものとなって

おりますので、その分の雑入ということで受
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けるものでございます。 

 それから、仕事の中身につきましては仮設

住宅の管理、また仮設住宅に入居されている

方の健康管理、そういうものも含める。それ

から、あとは仮設住宅に新しく入る方、また

出られる方、そういった方の相談事務をやっ

ております。 

 その他の事務につきましては、おおむね仮

設住宅に関する事務の一般的な内容でござい

ます。 

 それから、24ページの兵庫衛星通信ネット

ワーク設備更新負担金850万円の内容を御説

明いたします。 

 これは、まずどういうところの更新かとい

うことでございますが、この屋上に皆さんも

御承知のとおりパラボラアンテナがあがって

おりますが、そういったアンテナの関係、ま

た基本工事、それからアンテナの基礎、あと

は機器類でございます。 

 それが、この兵庫衛星通信ネットワークは

市町やら消防本部に備えております。電話が

途絶えたときとかそういったときに、この衛

星通信ネットワークを通じまして県から防災

情報やいろんな緊急情報を受けるものでござ

います。 

 設置後20年が経過して故障等が多発してお

ります。これは本町においては故障は現在の

ところございませんが、県下一斉に市町、消

防本部含めまして故障が多発し、そして部品

の供給の困難化、中古部品へ取りかえること

ができないものですから、20年が経過して古

いもんですから、そういった機器の交換がで

きないということでございます。 

 それから、850万円の内訳につきまして

は、町の負担金としまして基本工事費804万

円でございます。それからあと、事業費の追

加分といいますのは基礎の費用、アンテナの

マストの費用、そういったものが54万円でご

ざいます。 

 それから、財源内訳としましては、町の負

担金としましてはこれが858万円。内訳とい

たしましては、起債が850万円、一般財源が

８万円でございます。 

 なお、この事業につきましては、県のほう

へはこの補正予算成立後申請をいたします

が、実際の工事は提案説明でも申しましたよ

うに繰り越しをいたしまして、そして新庁舎

建設のほうにあわせてやっていきたいと思っ

ております。 

 大体、概要については以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 財政課長。 

○財政課長（堀 恭一） 16ページの新庁舎

建設費の財源内訳の財源更正ということで御

質問がございましたので、お答えさせていた

だきます。 

 これにつきましては、当初工事請負費の

4,000万円ということで前払い金の形に充当

させていただいておりました。ただし、今年

度につきましては、いわゆる進捗がありませ

んので出来高が少ないということで、基金の

ほうにも積めますので26年度へ送るために、

その上の基金費のほうで公共施設建設基金積

立金で5,000万円の中に3,059万2,000円とい

うことで、10ページを見ていただきますと、

地域の元気臨時交付金追加ということで

460万9,000円追加になっております。これに

つきましては、国のほうの交付率が変わった

ことによる追加でございますけれども、これ

と合わせまして、基金費のほうへ3,059万

2,000追加させていただいたものでございま

す。そのために財源更正をしております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 私のほうから

は、18ページ、障害者福祉費の扶助費、その

中の計画相談支援費の追加でございます。 

 これは、平成24年４月に障害者の自立支援

法が改正になりまして、介護保険のケアプラ

ンと同じく、障害者においてもサービス利用

計画の作成が必須となりました。それに伴っ

て、今年度から計画相談の支援費を計上して

おりました。当初の予定以上にサービス利用

計画の作成が進んできたものですので、今回

増額補正をさせていただいております。 
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 次に、20ページの母子家庭等の医療費でご

ざいます。この母子家庭につきましては、受

給者数としてはやはり近年増加傾向にあると

いうことで、今年度におきましても４月末で

697名ございましたが、９月末の段階で731名

と約６カ月間で34名の増ということで、医療

費のほうを追加させていただいております。 

 続きまして、同じページの一番下でござい

ます。母子衛生費の扶助費でございます。未

熟児養育医療扶助費追加でございます。 

 この未熟児の養育医療費でございますが、

これは太子町の未熟児養育医療実施要綱に基

づきまして、出生時の体重が2,000グラム以

下で、出産後退院するときに医師が入院養育

が必要と認めた乳児に対しまして、その保険

適用後の自己負担額並びに入院時の食事養育

費等を公費負担をするものでございまして、

当初12件見込んでおりましたが、その後の入

院者が増えまして17件と想定いたしまして、

増額のほうさせていただいております。 

 続きまして、24ページ、常備消防費の負担

金・補助及び交付金で、西はりま消防組合負

担金の追加でございます。 

 この事業の概要は先ほど総務部長のほうが

説明いたしましたので省略させていただきま

す。 

 私どものほうは、西はりま消防組合のほう

にも現在兵庫衛星通信ネットワークシステム

が設置されておりまして、これ同じくかなり

劣化が進んでおり、県下一斉に設備を更新す

るということで、事業費が1,607万円でござ

います。 

 これは、県と消防組合との協定に基づきま

して、県が２分の１、組合が２分の１の負担

割合でもって負担するものでございます。こ

の1,607万円の２分の１、これをまた組合の

構成市町であります３市２町で均等に負担す

るということで、160万8,000円を補助金とし

て計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 私のほうから

は、16ページの需用費、光熱水費の追加とい

うことでございます。 

 これにつきましては、当初９月から交通安

全灯をリース方式によりますＬＥＤ化をする

予定でしたけれども、長期継続契約を締結す

る期間が現在の条例では「５年以内」と規定

されておりますので、その条例改正にあわせ

まして「10年」に変更するんですけれども、

その間の電気代が不足しますので年度末まで

の分、一応100万円追加させていただいてお

ります。 

 続きまして、22ページの負担金・補助及び

交付金ということで、大型機械導入事業補助

金、これにつきましては先ほど議員のほうか

らありましたように、阿曽レンゲの里営農組

合に対するその大型機械購入の補助金でござ

います。 

 これにつきましては、12ページの歳入のほ

うで、県のほうから３分の１の補助165万

7,000円と町の補助、同じく165万7,000円を

合わせまして、331万4,000円を支出する予定

でございます。 

 営農の動きでございますけれども、上太田

のほうで以前から営農組合を立ち上げるよう

な動きがありますけれども、なかなか地元の

同意がとれなくて立ち上げには至っておりま

せん。 

 同じページの賃金、臨時作業員の追加でご

ざいます。 

 これにつきましては、道路作業員の嘱託事

務、上の減額の職員が病気療養休暇のため５

カ月間休暇をしております。それに伴いまし

て、その間の臨時作業員、また年度末までの

分合わせまして59万3,000円上げさせていた

だいております。 

 その下の工事請負費、交差点改良工事黒岡

神社下出線交差点でございます。 

 これにつきましては、９月補正によりまし

て交差点部分の土地測量、また土地の鑑定、

今現在設計を行っておりまして、警察との交

差点の協議を行っております。一応１月に入

札の予定をしております。それの工事費とし
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て、250万円計上させていただいておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 24ページの教育振

興費の関係の賃金です、スクールカウンセラ

ー賃金の追加でございます。 

 どういった相談があったのかというお尋ね

でございましたけれども、一緒に遊んでいた

児童もいます、事故の現場のまさにそのお家

でね。さらに、同学年の児童のショックが大

変大きくて、不安を訴える児童が多く出まし

た。そういった意味で、児童のまず心のケア

と、そして一部の保護者、または教員の相談

も多うございました。これは、その不安を訴

える児童への対応の仕方をどうするかという

ことでございました。その他、死亡された児

童の自治会、ニュータウンの自治会の児童集

会などへも心理士の先生に行っていただきま

した。そういったことで、出動が多くなりま

した。 

 ７月は10日間で、延べ173人の相談をして

おります。８月は14日間で113人の相談、９

月は４日間で29人という形で、たくさん多く

の相談をしていただきました。 

 次、その下の負担金・補助及び交付金関係

です。 

 対外文化・運動競技の関係の派遣の補助金

の関係でございますが、対象はどういうもの

かというお尋ねでございました。 

 交付内容は、交通費、昼食代、宿泊代のみ

でございます。それ以外の経費は対象外でご

ざいます。 

 旅費の計算は、交通機関を利用しての積算

で申請をしていただいております。昼食代

は、１食１人500円まで。それから、対象の

生徒の人数でございますけれども、生徒の人

数は要綱に登録してある登録選手の人数に抑

えてくださいと。それから、出場選手の合計

が８名を超えますと、ＪＲ等では団体割引を

使ってください。それから、引率教師の人数

はできるだけ１名、多くても２名までとして

ください。それから、宿泊については、主催

者があっせんの場合はその金額、あっせんの

ない場合は１泊6,000円までとしてください

というふうに、補助金の交付内容を決定して

おります。 

 それと、26ページの公民館、図書館の職員

手当のことをお聞きになりましたけれども、

我々詳細はわかりませんが、３月までの支出

見込みを積算しまして、その現計予算との不

足分を補正させていただくものでございま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかにありませんか。 

 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 歳出のところの20ページ、

児童福祉費の中の児童措置費の扶助費、放課

後等デイサービス給付費追加で、これもかな

り増えてきております。先ほども障害者自立

支援法ということも言われておりましたが、

こういうことも関係してきてるのかなと思う

んですけども、増えている要因と対応につい

て説明をお願いいたします。 

 それと、22ページ、道路橋りょう費のとこ

ろの工事請負費、町道維持補修工事の追加が

出ておりますが、若干説明がありました沖代

のところも陥没があって、そういう工事もあ

るということでありますが、もう一方、片方

では人件費、原材料費の追加であるとも言わ

れておりました。現在、いろいろな生活用

品、食料品等も値上がってきておりますが、

ここで説明がありました人件費、原材料等も

やはりこの時期上がってきてるのでしょう

か。そういうことも含めた上での追加という

ことなのかどうか。それについて説明をお願

いいたします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） 私から20ペー

ジ、児童措置費の扶助費でございます放課後

等デイサービス給付費の追加でございます。 

 この事業は、自立支援法の改正後できまし

た新しい事業でございまして、障害児が学校

等のあと、健常児の学童保育と同じような形
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で使われておりますが、この事業が今年度か

ら本格的に大きく動き出したっていいますの

はやはり事業所が格段に増えたという、これ

が１つの大きな要因だと思います。 

 それに伴って、利用者が増えたと…… 

（聞き取り不可） 

 まず、一番大きな要因は、これに対応する

事業者側が大きく増えたということでござい

ます。 

 それと当然利用者が増え、そしてサービス

料のほうが一気に増加したということが要因

だと思います。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 私のほうから

は、22ページの工事請負費、町道維持補修工

事費追加でございます。 

 先ほど、議員からも指摘があったように、

一応追加の工事としましては、既設発注の追

加であるとか沖代線の陥没工事の追加として

約280万円、それと今後の見込みの工事でご

ざいますけれども、今年度当初から人件費、

材料費、燃料費等が昨年の予算策定時よりか

なり価格が高騰しております。その分につき

まして約１割の工事の追加としまして、約

120万円を計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 先ほど放課後等デイサービ

スの給付の関係で、障害者の方の学童保育と

いうことで新しいことの事業が増えたという

ことですけれども、現在利用されておられる

人数がわかりましたら、お願いいたします。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） その数字は現

在持っておりませんので、申しわけございま

せん。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 少し忘れておったんです

が、28ページの工事請負費、これの非常放送

設備取替工事費、これについては体育館の放

送設備ということで上げられてる話やったん

ですが、これについての詳細もう少し内容の

説明もお願いします。 

 それと、先ほど22ページの工事請負費、黒

岡神社下出線交差点のところ、１月入札とい

うような話、先ほど説明ございましたが、ど

ういった入札方式になっていくのかというこ

とも、あわせて説明をお願いいたします。 

○議長（橋本恭子） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 非常放送設備取り

かえの関係でございます。 

 ページ28、昭和54年の体育館開館以来使用

してまいりました。メーカーの生産中止で修

理が不可能でございます。火災など災害発生

時にサイレンや館内放送で利用者へ避難を呼

びかけるものでございます。 

 具体的には、起動用のボタンが劣化して、

起動と復旧の切りかえができない状態に陥り

ました。これは消防設備点検でもきつく指摘

を受けているものでございます。そういった

意味で修理ができませんので、今現在は東芝

製の物が入ってますけれども、もうメーカー

は生産をしておりませんので、新しくＴＯＡ

社、ＴＯＡという音響メーカーですけども、

ＴＯＡ社製に変更したいと考えております。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 黒岡神社下出

線交差点の入札のことでございますけれど

も、一応指名競争入札を予定しております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

 まず、原案反対の方の発言を許します。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 これについても、いろいろ

と補正予算上がっておりますが、いつも申し
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ておりますとおり新庁舎建設については常に

反対の立場とっておりますので、涙をのんで

の反対討論とさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 次に、原案賛成の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 次に、原案反対の方の

発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ほかに討論ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで討論を終わります。 

 これから議案第51号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（橋本恭子） 挙手多数です。したが

って、議案第51号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第５２号 平成２５年度 

       兵庫県太子町国民健康保険特 

       別会計補正予算（第２号） 

○議長（橋本恭子） 日程第２、議案第52号

平成25年度兵庫県太子町国民健康保険特別会

計補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月５日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 討論なしと認めます。 

 これから議案第52号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（橋本恭子） 挙手多数です。したが

って、議案第52号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第５３号 平成２５年度 

       兵庫県太子町介護保険特別会 

       計補正予算（第２号） 

○議長（橋本恭子） 日程第３、議案第53号

平成25年度兵庫県太子町介護保険特別会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月５日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 これについても、少し質疑

をしていきたいと思います。 

 10ページの負担金・補助及び交付金のとこ

ろの居宅介護住宅改修費追加とその下の居宅

介護サービス計画給付費追加のそれぞれ再度

内容の詳細説明をお願いいたします。 

 それと、同じく下の高額介護サービス費追

加、これについてもどういったことの高額サ

ービスになっていくのかということ、件数わ

かれば含めて想定を予想しておられるのであ

れば、説明をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） それでは、

10ページでございます。 

 保険給付費の１介護サービス費負担金・補

助及び交付金の中の居宅介護住宅改修費追

加、この内容の説明をということでございま

す。 

 これは、住宅改造費に対する助成でござい

まして、介護を要する方の生活環境を整える

って意味から、小規模な住宅改修に対して上

限20万円までの住宅改修費を支給するという

事業でございます。 
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 次に、居宅介護サービス計画給付費追加と

いうことで、これはサービス利用計画、俗に

言うケアプランと申してます、このケアプラ

ンの作成に対する給付費でございまして、こ

れもこの４月から９月までの給付実績に基づ

きまして、対前年度比を考慮した結果、年間

必要額を算出した結果、若干不足が生じると

いうことで補正をさせていただいておりま

す。 

 それから、その下でございます高額介護サ

ービス費、これにつきましては事業は介護サ

ービスに係る自己負担額が一定以上になった

ときに払い戻されるサービスでございまし

て、ちょっと件数のほうはつかんでおりませ

ん。申しわけございません。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 それと質問抜けておりまし

たが、先ほどのところ居宅介護住宅改修費の

ところと居宅介護サービス計画給付費追加の

ところで、その内容、細かな内容がわかれ

ば、これの積算根拠がわかれば、想定されて

いるのであれば、その件数もあわせてお願い

します。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） これは、個々

の具体的な申請に基づいての補正ではなく

て、先ほど申しましたように３月末から９月

までの給付実績、これに基づいて今後の給付

予測をしておりまして、具体的に一件一件の

その内容まではつかめておりません。 

 それと、居宅介護サービス計画給付費につ

きましても、これも現在の給付実績に基づい

て今後予測しておりますので、ここの数字も

具体的にはつかんでおりません。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 討論なしと認めます。 

 これから議案第53号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（橋本恭子） 挙手多数です。したが

って、議案第53号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第５４号 平成２５年度 

       兵庫県太子町下水道事業特別 

       会計補正予算（第３号） 

○議長（橋本恭子） 日程第４、議案第54号

平成25年度兵庫県太子町下水道事業特別会計

補正予算（第３号）を議題とします。 

 本案については、12月５日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 討論なしと認めます。 

 これから議案第54号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手多数） 

○議長（橋本恭子） 挙手多数です。したが

って、議案第54号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第５５号 平成２５年度 

       兵庫県太子町水道事業会計補 

       正予算（第２号） 

○議長（橋本恭子） 日程第５、議案第55号
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平成25年度兵庫県太子町水道事業会計補正予

算（第２号）を議題とします。 

 本案については、12月５日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 ４ページのところの補正額

について説明しておりますが、給水管漏水に

よる修繕料追加、これについて詳細説明をお

願いします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） それでは、詳

細説明をさせていただきます。 

 今までの漏水による修理費というのが、執

行済み額として106万9,000円幾らあります。

10月末現在の予算額として146万6,000円あり

まして、それをもって今後修理をしていくん

ですけれども、１月に漏水調査を行う計画を

しております。その費用がもう少しかかると

いうことで、その費用として約65万円。それ

とあと、今までの大体予想としては、冬場の

漏水が今の残額よりも８件ほどオーバーする

ということで86万4,000円を予想として上げ

させていただいて、合計151万4,000円を給水

管の漏水の修繕料として追加させていただく

ものでございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 佐野芳彦議員。 

○佐野芳彦議員 私も１つ質問させていただ

きますけども、下水道管の布設のとき、下水

道工事のときに老朽化と水道管も石綿管で、

もう老朽化とそれから漏水対策のために一緒

に敷設かえをやりますという説明をずっとし

てこられましたけども、今回のこの漏水は新

しい塩ビ管のほうも漏水が多発してるんです

か、それともまだ石綿管の部分で漏水がある

というのか。 

 石綿管の部分でまだ残っているのはどのぐ

らいあるのかと、それから本管と枝管も含め

て、まだあるんですか。北配水池の工事のと

きに、山からおりる部分がまだ石綿管だとい

う説明は私も聞いたことあるんですけども、

その辺はいつごろやるのかというのと、それ

からその石綿管に対する漏水漏れ対策も含め

てですけども、今後どのようにやっていくん

ですか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） ただいま御指

摘のありました石綿管でございますけれど

も、北配水池の分につきましては北配水池の

工事のときに取りかえをさせていただきまし

た。一応石綿管は全てなくなっております。 

 あと、今回の工事の追加でございますけれ

ども、これにつきましてはほぼ全部が塩ビ管

で取り出しであるとか、例えばＴ字といいま

して、Ｔの字になっているところの割れであ

るとか、あとエルボーといいまして、曲がっ

てる部分のそういう弱いところがそこから漏

水を起こして、そんなに大きくはないんです

けれども、漏水調査によって発見したという

とこら辺の修理等でございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 佐野芳彦議員。 

○佐野芳彦議員 ということは、やっぱり塩

ビ管にかえても、それは工事のときのやはり

ふぐあいもあるということですか、そういう

ところが漏れるということは。 

 これまでは石綿管で老朽化して、その部分

から漏れるんだというような説明をしてこら

れましたけども、その塩ビ管で新しくなった

以降の漏水というのはどういう原因、継ぎ

手、その部分はやっぱり継ぎ手で漏れるとい

うことは工事の関係ですか。その辺の説明を

お願いします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 材料の均一化

といいますか、その時期的なものもございま

すし、あとはパッキンといいましてゴムを使

っているようなところにつきましてはその土

質とか、そういったものでも傷みが違います

し、またあとおっしゃるように例えば工事で
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のちょっとしたミスが原因で漏水を起こして

るというようなところもございます。場所場

所によりましていろんな状況がございますの

で、一概にこれが原因やということはなかな

か言えないんですけれども、やはり継ぎ手で

あるとか、そういったところは工事の仕方に

よって多少は影響があるということはありま

す。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 いろいろ先ほどから御説明

も聞くんですが、これ漏水調査をしてからこ

ういった漏水箇所のそういった修繕をされる

んやと思うんやけど、想定でこれ実際に何カ

所出るんやとかわからへんかもわからないで

すが、想定内でこれ補正が上がってるんです

からその件数わかれば、また漏水調査の現状

もあわせて教えていただけますか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） まず、漏水で

すけれども、昨年の実績から考えまして、漏

水調査による修繕として約５件を予定してお

ります。 

 また、この漏水調査につきましては、１月

に入札をする予定でございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかにありませんか。 

 佐野芳彦議員。 

○佐野芳彦議員 先ほどの石綿管は全てなく

なったという話ですが、実は下水道を引かな

い家庭がまだ何軒かあると思うんですけど

も、これは100メーター以上離れたところ。

そういうところも全て水道は塩ビ管にかわっ

てるんですか。まだその部分で石綿管残って

るお家があるんですか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 遠方のお家で

水道を引いているところにつきましては、口

径が小さい口径でございますので、例えば

30ミリとか20ミリとか、そういうものであり

ますので、そこはビニール管で当初からつな

いでおりますので、そこで石綿を使っている

ということはございません。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 先ほどのところですが、こ

の漏水修繕というのは一般質問でも吉田議員

が質問されてました鼓ケ原の水道の件、これ

も合わせての修繕という形になってくるんで

すか。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 鼓ケ原のもの

は老朽管で漏水はしておりません。一応毎年

ある程度の距離を決めて順次道路というか配

水管の状況を順次漏水調査はして、町内全域

をするということで、計画的にしている部分

でございます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 鼓ケ原の水道で今事故が起

きております不純物、それが入ってるという

ことで、この間一般質問で回答いただいてお

りますが、今こういう問題が起きるというこ

とは非常に町内でもうわさが大きくなれば大

変なことになりますので、できるだけ補正を

とってでも順次対応していくと。やっぱりそ

ういう姿をみせてこそ、当事者である人も町

に対する感謝というものがあると思われるん

です。だから、そういうことも今後早急に解

決するということは対応が一番と思いますの

で、ぜひ補正とってでもやっていただきたい

という、この内訳とはちょっと関係なかった

んですけど、私の意見として述べさせていた

だきます。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 確かに水道事

業としましては、そういうお客様に御迷惑を

かけているということでございますので、で

きるだけ早急に対応したいというふうに考え

ます。 
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 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 討論なしと認めます。 

 これから議案第55号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（橋本恭子） 挙手全員です。したが

って、議案第55号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第５６号 揖龍広域セン 

       ター等の事務委託の廃止につ 

       いて 

○議長（橋本恭子） 日程第６、議案第56号

揖龍広域センター等の事務委託の廃止につい

てを議題とします。 

 本案については、12月５日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第56号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり総務常任委

員会に付託することにしたいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 異議なしと認めます。

したがって、議案第56号は総務常任委員会に

付託することに決定しました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

（休憩 午前10時47分） 

（再開 午前11時09分） 

○議長（橋本恭子） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 本日の会議に出席要求いたしておりました

八幡課長が、所用のため本日会議を欠席した

い旨、届けがありましたので御了承願いま

す。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第５７号 職員の再任用 

       に関する条例の制定について 

○議長（橋本恭子） 日程第７、議案第57号

職員の再任用に関する条例の制定についてを

議題とします。 

 本案については、12月５日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 この件についても、これは

総務委員会にも付託されますが、私も総務委

員ですが、本会議でも少し発言をしたいと思

います。 

 これについて、附則の中にもいろいろと載

ってましたけども、産休の話が入っておった

と思うんですけども、これについては当然本

人の再雇用の話なんだろうけども。 

 違う、これはあれか。 

○議長（橋本恭子） 再任用の……。 

○井川芳昭議員 もとい、いいです。これは

報酬のところやな。 

 少し段取り狂ったんで申しわけありません

が、参考資料の24ページのところの真ん中の

ところに１番から３番まで勤務成績が優秀な

職員であるとか、勤務成績が良好な職員、勤

務成績が良好でない職員とかいろいろと書い

てあります。 

 先ほども私言いましたけども、一般質問で

のときに本当に総務部長答えられたあのやり

方、総務部長もそういった形の中でそういっ

たことに対応される職員やというふうに私思

っております。 
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 この中で優秀ですとか良好なとかという形

のものがあって、そういった一般質問での対

応の中で横向いて質問者のほうに答弁を返

す、いろんな風紀面のことです。質問者が少

し間違えた、そういったことでもすぐ失笑し

て笑い飛ばすような傾向がある中、私は常々

それを見てます。ゆめゆめ、部長はそういっ

たことに手を挙げられないかもしれない。い

ろんな職員がおられるけど、やっぱりトップ

につかれる方がそういうことしていく。私も

いろいろこういった仕事して、やはり自分が

子供じみてるんやなということ、人にたしな

めることがよくあるんです。その立場に立っ

たものの言い方、いろいろ考えることありま

す。でもやっぱり僕は、60の人よりは大人や

ったというふうにこの間思い返しました。部

長だけがそんな対応しとるんじゃないかなと

思いながらほかの職員を探すけど、そんな方

おってないんやね。だから、そういうことが

こういうそういった規則の中にも書いてある

んかなと。具体的なことは、抽象的なことは

いろいろと、成績が何で優秀なのかどうかわ

からへんけど。やっぱり中には、この人おっ

てほしいなっていう人もそれはおってんで

す。でもそういった人は往々にして雇われな

いという傾向が僕あるんです、昔から。おっ

てほしい人間に限っておらんようになる。そ

れについても、こういったことはどこに書い

てあるんかなと、風紀面が。僕それだけ聞き

たいんやね。細かいこと、いろいろと抽象的

なこと書いてある。最終的には町長が任命す

る、許可をするということで、こういった態

度僕本当に、副町長の再任のこともだし、本

当に嫌みっぽく言いました。でも、そういう

ことが、風が変わらへんねんやなと。やっぱ

り、副町長からもそういった指導が、町長か

らもそういった指導がないんやなと。そうい

う中で、いろいろ賃金面とかそういった給料

面の話も書いてあります。だけど、それ以前

のことであって、この辺の考え方、どういう

ふうに考えられとんか。その辺、答弁求めま

す。 

○議長（橋本恭子） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） まず、先ほど冒頭で

述べられた24ページの勤務成績云々のところ

でございますが、これは職員全員に対して勤

務評価をしているところでございまして、Ａ

からＥまでの５段階で職員に対しての上半

期、下半期に分けて評価をし、そしていわゆ

る年末手当等に反映しているところでござい

ます。 

 それから、後半で述べられました答弁のこ

とでございますが、私ども職員は議員の方々

の質問に対してはやはり住民に選ばれた方だ

というふうに、私もちろん住民を代表して意

見を述べておられるということを肝に銘じ

て、真摯な対応をしているつもりでございま

す。 

 しかしながら、長いやりとりの中で職員も

やはりいろんな意味で感情が出る場合もあろ

うかと思いますが、その点については私のほ

うからも指導してまいりたいと、このように

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 先ほども副町長、長い答弁

の中で感情が出るということ。私いつもこう

いったこと言うて、本当に副町長はえらいと

思うんです。いろんなこと僕が言うても、そ

こは紳士は真摯に対応するというやりとりが

僕もいろいろ経験してきました。でも、今ま

でよそ向いて何が起こっても、だからそれを

しないのがやっぱり管理者、トップの役目な

んやと。その職になったら人間は変わらなあ

かんとかよくよく言われることです。同じよ

うなペーペーの社員じゃないんやから、そう

いうことは肝に銘じなあかんというのは世の

中の常です。そういうことを、この話はまた

総務委員会のほうでやるようにしますんで、

その辺だけ御指導だけお願いいたします。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 
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 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 このたびの職員の再任用に

関する条例が今後制定をされ、運用をされて

いきますと、再任用職員、希望する者につい

ては再任用するというふうなことも言われて

おりますが、再任用の職員の増加によりまし

て新規採用、また若手職員の確保がさらに難

しくなるというふうに、この条例の中身を見

て思いましたけれども、今後そういうふうな

対応についてはどのようにされていくんでし

ょうか。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） おっしゃるとおり

でございます。 

 ただ、再任用条例の中にフルタイムで採用

する場合は、これは我々正規職員と同じで共

済組合の組合員となって条例定数の中に含ま

れます。ということは、定年になったってフ

ルタイムで再任用であれば、職員の数は条例

定数上減らないということです。そうする

と、定数は減らないんですから、新規採用が

難しくなってくる。ただ、いわゆる理屈の上

ではそういうことが成り立ちますけれども、

これを短時間勤務というふうな条文もござい

ますが、５分の４にいたしますと、共済組合

の組合員とはならずに条例定数の中の人数に

はカウントされません。ということで、一応

は退職して正規職員じゃない、共済組合じゃ

ない身分になりますので、そういった補充に

つきましては、新規採用もこれまでどおりと

同じような流れになるかと思います。 

 ただ、これは新規採用についてはまた今の

人事採用計画が多分今年か来年ぐらいで10カ

年の人事採用計画が終わりますので、その後

は再任用制度が入りますので、それも含めて

また新規採用の人員を退職者にあわせてどう

するのか、またいやいやこれ以上増やさない

とするのか、いやいやそれともどこどこの課

では人員が足りないのでやっぱり充実させる

必要があると判断すれば増やすことも考えら

れる。そういったことがこの再任用条例の提

案を踏まえたあと、また人事採用計画、今後

10カ年の人事採用計画考えていきたいという

ふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第57号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり総務常任委

員会に付託したいと思います。御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 異議なしと認めます。

したがって、議案第57号は総務常任委員会に

付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第５８号 太子町報酬及 

       び費用弁償に関する条例の一 

       部を改正する条例の制定につ 

       いて 

○議長（橋本恭子） 日程第８、議案第58号

太子町報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題としま

す。 

 本案については、12月５日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 第58号なんですけども、次

の第59号、第60号にも関係するんですが、行

財政審議会の答申に基づきっていう文言が出

てくるわけなんですが、この行財政審議会は

まずいつ開催されたのかってことと、ただホ

ームページ等で確認できる行事予定表には掲

載されてないんです。こういった審議会って

いうのは傍聴できるってことなんですけど

も、予定に周知されなかったら傍聴もできな

いって状況でございます。そういったところ
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を含めて情報の公開っていうこともあると思

うんですけども、その審議会の開催について

答弁のほうお願いします。 

○議長（橋本恭子） 総務課長。 

○総務課長（栄藤雅雄） まず、行財政審議

会の開催でございますが、10月22日と11月

11日に開催をいたしました。10月22日に町長

から諮問をいたしまして、それから２回目の

11月11日に答申をいただいたという形になっ

ております。 

 開催のホームページへの掲載でございます

が、事前に公表するということでこちらも準

備はしておったんですけれども直前になりま

した。開催いたすということは、直前には公

表をいたしております。ただ、資料あるいは

答申、諮問の公表でございますが、現在会議

録を作成いたしておりまして、それができ次

第ホームページのほうにアップしようという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 なかなか準備等で公表する

チャンスもなかったのかなというふうな御答

弁でしたけども、できるだけやっぱり審議会

開催状況等々が、ほかの審議会もそうですけ

ども、なかなか従前にいつ開催されるかって

いうのが公表されるのが遅いならいいんです

けど、ほとんどないままの状態が続いておる

と思うんで、その辺またしっかりとできるよ

うにしていただきたいと思います。 

 会議録のほうも我々の議会の委員会のほう

も今年度すごいいいソフトが導入されておっ

て、委員会の会議録なんかの作成も随分早く

なっている状況でございます。そういったこ

とも踏まえて、会議録のほうも速やかに公開

できるように頑張っていただきたいと思いま

す。 

 続いてですけども、これも第59号、第60号

にも同じような文言があるんですが、近隣市

町というのは近隣の市町なんでわかるんです

けども、類似団体っていうのはどういった団

体のことを具体的に比較されたんでしょう

か。 

○議長（橋本恭子） 総務課長。 

○総務課長（栄藤雅雄） 兵庫県下で人口規

模あるいは財政規模等が類似しておるような

団体ということで、従前から３町、太子町含

めまして４町を大体比較の対象としておるわ

けなんですけれども、具体的に申し上げます

と、川辺郡の猪名川町、それから加古郡の稲

美町及び播磨町、この３町を県下の類似団体

というふうに呼んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第58号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり総務常任委

員会に付託することにしたいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 異議なしと認めます。

したがって、議案第58号は総務常任委員会に

付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第５９号 太子町特別職 

       の職員の給与に関する条例の 

       一部を改正する条例の制定に 

       ついて 

○議長（橋本恭子） 日程第９、議案第59号

太子町特別職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題とし

ます。 

 本案については、12月５日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 議案第59号の制定につい

て、この２番に削減期間平成26年４月１日か
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ら当分の間と書いてありますが、特に期間が

書いてないので、この当分の間という考え方

について説明してください。 

○議長（橋本恭子） 総務部長。 

○総務部長（香田大然） 当分の間というこ

とは、現時点におきましていついつごろがい

いというのを言えないので当分の間という表

現でございます。非常に逆説的な言い方で申

しわけございませんが、これは町長みたい

に、私の任期中はというふうに首長はみずか

らの報酬額、みずから例えば減額するなら減

額する期間を首長はみずから言うことはでき

るんですけども、副町長、教育長につきまし

ては、これは行財政審議会を経て額なりそう

いう減額の期間を定めますので、適切な時期

が来るまで、この当分の間という表現でござ

います。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第59号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり総務常任委

員会に付託することにしたいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 異議なしと認めます。

したがって、議案第59号は総務常任委員会に

付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１０ 議案第６０号 太子町教育 

        委員会教育長の給与等に関 

        する条例の一部を改正する 

        条例の制定について 

○議長（橋本恭子） 日程第10、議案第60号

太子町教育委員会教育長の給与等に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議

題とします。 

 本案については、12月５日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第60号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり総務常任委

員会に付託することにしたいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 異議なしと認めます。

したがって、議案第60号は総務常任委員会に

付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１１ 議案第６１号 長期継続契 

        約を締結することができる 

        契約に関する条例の一部を 

        改正する条例の制定につい 

        て 

○議長（橋本恭子） 日程第11、議案第61号

長期継続契約を締結することができる契約に

関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題とします。 

 本案については、12月５日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 街灯のＬＥＤリースという

形でずっと先ほど来からも話が補正予算に出

てましたが、これＬＥＤの寿命化によっての

10年までというような話も少しございました

が、これ現在はちょっと勉強不足で申しわけ

ないんですけど、どういったリース契約、入

札も含めて、今現在どこからリースされてる

のかもわかりましたら、お願いします。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 現在は町がそ

の施設を設置しております。 

 以上です。 
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○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 それは、委託業者でやっと

んです、町自体が設置しとんですか。委託業

者がやってやってるわけではないんですか、

ＬＥＤ。電気屋さんなりがやってると思うん

やけど。 

○議長（橋本恭子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 交通安全灯で

ございますので、必要な交差点に町が設置し

ておるものでございます。 

 その電気自体をＬＥＤに変更し、また管理

をその業者にお願いする予定で10年間。一応

ＬＥＤの期間が６万時間もつということで、

年間約4,000時間使えるとしまして約15年間

ということが国土交通省のものに出ておりま

す。それで、安全を考えまして一応10年の予

定でリース契約をしたいということでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第61号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり経済建設常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 異議なしと認めます。

したがって、議案第61号は経済建設常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１２ 議案第６２号 太子町犯罪 

        被害者等支援条例の一部を 

        改正する条例の制定につい 

        て 

○議長（橋本恭子） 日程第12、議案第62号

太子町犯罪被害者等支援条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題とします。 

 本案については、12月５日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 これについても参考資料

等々で「保護等」に関する、「等」のところ

だけが増えるというような形書いてあります

が、第63号含めて書いてありますが、これで

間違いございませんね。 

○議長（橋本恭子） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（井手俊郎） そのとおりで

ございます。 

○議長（橋本恭子） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 討論なしと認めます。 

 これから議案第62号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（橋本恭子） 挙手全員です。したが

って、議案第62号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１３ 議案第６３号 太子町営住 

        宅の設置及び管理に関する 

        条例の一部を改正する条例 

        の制定について 

○議長（橋本恭子） 日程第13、議案第63号

太子町営住宅の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題と

します。 

 本案については、12月５日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ
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から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 討論なしと認めます。 

 これから議案第63号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（橋本恭子） 挙手全員です。したが

って、議案第63号は原案のとおり可決されま

した。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１４ 議案第６４号 太子町下水 

        道条例の一部を改正する条 

        例の制定について 

○議長（橋本恭子） 日程第14、議案第64号

太子町下水道条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題とします。 

 本案については、12月５日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第64号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり経済建設常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 異議なしと認めます。

したがって、議案第64号は経済建設常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１５ 議案第６５号 太子町合併 

        処理浄化槽の設置及び管理 

        等に関する条例の一部を改 

        正する条例の制定について 

○議長（橋本恭子） 日程第15、議案第65号

太子町合併処理浄化槽の設置及び管理等に関

する条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題とします。 

 本案については、12月５日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第65号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり経済建設常

任委員会に付託したいと思います。御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 異議なしと認めます。

したがって、議案第65号は経済建設常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１６ 議案第６６号 太子町水道 

        事業給水条例の一部を改正 

        する条例の制定について 

○議長（橋本恭子） 日程第16、議案第66号

太子町水道事業給水条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

 本案については、12月５日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第66号

は、会議規則第39条の規定によって、お手元

に配りました議案付託表のとおり経済建設常

任委員会に付託することにしたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（橋本恭子） 異議なしと認めます。

したがって、議案第66号は経済建設常任委員

会に付託することに決定しました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 お諮りします。 

 12月11日から12月18日まで委員会審査のた

め本会議を休会したいと思います。御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（橋本恭子） 異議なしと認めます。

したがって、12月11日から12月18日まで本会

議を休会することに決定しました。 

 次の本会議は12月19日午前10時から開催し

ます。 

 本日はこれで散会します。 

 御苦労さまでした。 

（延会 午前11時39分） 

 

 

 


